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令和元年度福祉プラザ利用登録団体連絡会を開催しました！

～施設利用新規団体登録のご案内～
１ 提出書類

福祉プラザ利用登録団体申請書

(当会ホームページによりダウンロードできます)

２ 提 出 先

リナシティかのや（２階）福祉プラザ

３ 登録条件

福祉に関係する市民団体及びボランティア団体で，申請書により

申告された活動内容や目的から福祉の発展を目指すものであるか

を管理者が判断し登録の可否を決定します。

４ お問い合わせ先

鹿屋市市民交流センター福祉プラザ

(指定管理者：鹿屋市社会福祉協議会)

TEL : 0994-44-2951

担当：総務課 上園，中山

◆ 利用可能時間

午前９時から午後１０時まで

◆ 休館日

年末年始(12/29～1/3)

☆ 団体登録のメリット☆

１ 利用のご予約が電話で「可」

２ 施設の利用料は「無料」

３ 施設内で飲食が「可」

（アルコール類は除きます。）

2月26日に令和元年度福祉プラザ利用登録

団体連絡会を開催し，24団体26名の方々に

お集まりいただきました。施設を利用するに

あたっての留意事項等について全体で改めて

確認したほか，意見交換の際には施設利用に

関するご意見だけではなく，他の登録団体様

への質問も多く見られ，大変有意義な意見交

換の時間となりました。

令和2年度の施設利用の予約については，

3月3日から既に受付を開始しております。

また，新規で活動の場所をお探しの団体様

等につきましても随時新規登録を受け付け

ていますので，下記のご案内を参考にして

いただき，お気軽にお問い合わせください。



【利用時間】

土曜日，日曜日，国民の祝日，年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を

除く午前１０時から午後３時まで

【利用できる方】

自立して入浴できる６５歳以上の鹿屋市民

（但し，６５歳未満でも高齢者クラブ会員の方はご利用できます。）

【入浴料】

１７０円 (券売機で入浴券を販売しています。）

※１１枚まとめて購入すると, １０枚分の値段で購入出来てお得です！

【利用方法】

１．券売機で「入浴券」を購入されたら，窓口前のボックスに入れてください。

２．同窓口前にある利用者名簿に氏名，性別，住所，電話番号を記入してください。

（個人情報は緊急時に対応するもので，目的以外には使用いたしません。）

３．健康相談室で看護師から事前に血圧測定などの健康確認を受けてください。

（健康状態に問題がある場合，入浴の利用をお断りする場合もございます。）

４．入浴後の休憩は，休憩室（和室）をご利用ください。

【注意事項】

１．ルール・マナーを守ってご利用ください。ルールが守れない利用者の方は利用を

ご遠慮いただくことがあります。

２．タオル・石鹸・シャンプーなどの備付はありませんのでご持参ください。

３．入浴中に気分が悪くなった場合はすぐにスタッフまたは看護師に申し出てください。

４．入浴後は水分を十分に摂取してください。（福祉プラザロビーに自動販売機を設置

していますのでご利用ください。）

５．持ち物の盗難・紛失には責任を負いません。

【問合せ先】

鹿屋市市民交流センター福祉プラザ（リナシティかのや２階）

(指定管理者) 社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会

《電話》 ０９９４－４４－２９５１

《担当》 総務課 上園・中山

※ボイラー設備の故障により利用者の方々には

ご不便をおかけしておりましたが，現在，通常通り

サービスの提供を再開しております。


